
交通規制のお知らせ

　道路改良工事のため交通規制を行いますので、ご協力

をお願いします。

①工事期間　11月中旬 ～ 平成28年3月上旬

工事時間　8 : 30 ～ 17 : 00

工事場所　大貫町地内

施工業者　㈱協和技建　☎ 266 － 0155

②工事期間　11月上旬 ～ 11月下旬

工事時間　8 : 30 ～ 17 : 00

工事場所　磯浜町地内

施工業者　加治設備工業㈱　☎ 266 － 2406

問 合 せ　都市建設課（内線 252）

～11月は児童虐待防止推進月間です～

◎児童虐待とは

　親（または親に代わる保護者）が子どもの身体や心

を傷つける行為です。児童虐待は、子どもの心身の成

長と人格形成に重大な影響を与えますので、早期に発

見し、対応することが必要です。

◎虐待の区別

①身体的虐待

　殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけど

を負わせる、溺れさせるなど、児童の身体に外傷が生

じるような暴行を加えることなど。

②ネグレクト（育児の放棄）

　家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、

病気やけがをしても病院に受診させない、同居人によ

る暴力を放置するなど、保護者の看護を怠ることなど。

③心理的虐待

　言葉による脅し、無視、兄弟間の差別的扱い、子ど

もの前でDV行為を行うなど、児童の心に不安や恐怖

を与えることなど。

④性的虐待

　性的ないたずら、性行為の強要など、児童にわいせ

つな行為をする（させる）ことなど。

◎虐待かな、と思ったら…

　迷わず役場などの関係機関に連絡（通告）してくだ

さい。連絡（通告）した方の秘密は守られます。

●大洗町役場　福祉課・子育て支援係（内線 153）

健康増進課・健康増進係　☎ 266 － 1010

●茨城県中央児童相談所　☎ 221 － 4150

●いばらき虐待ホットライン（24時間受付）　☎ 0293 － 22 － 0293

◎子育てに関する不安や悩みがあったら…

　子育ては思うようにいかないことも多いものです。

不安や悩みがあったら、独りで抱え込まずに、お気軽

にご相談ください。

問 合 せ　福祉課 子育て支援係（内線 153）

交通規制のお知らせ
　下水道管布設工事のため交通規制を行いますので、ご

協力をお願いします。

工事期間　11月中旬 ～ 平成28年2月下旬

工事場所　磯浜町地内（エコス付近）

施工業者　㈱木村工務店　☎ 267 － 2296

問 合 せ　上下水道課（内線 323）

道路上に張り出している樹木伐採のお願い
　沿道の樹木の枝が歩道や車道へと張り出している箇所

が見られます。このため、利用する方々より、通行に支

障があると苦情が多数寄せられております。

　張り出した枝等による事故等が生じた場合には、樹木

所有者の責任となります。道路上空へのはみ出しや立ち

枯れ木の倒木・折れ枝の落下、竹林等の繁茂による道路

への飛び出しなどが見られる樹木の所有者の皆さんは、

個人の管理・責任のもと、枝払い・伐採等の処置をとら

れますようお願いいたします。 

　又、併せて、道路上（側溝の上など）に物を置かない

ようお願いします。

問 合 せ　都市建設課 建設管理係（内線 251）

生活環境課 生活環境係（内線 245）

厚生労働省茨城労働局が

総合労働セミナー（求職者・労働者向け）を開催します
日　　時　第 1 回 : 11月24日（火）　10 : 00 ～ 12 : 00

第 2 回 : 平成28年2月4日（木）　10 : 00 ～ 12 : 00

会　　場　茨城労働局 2 階会議室（水戸市宮町 1 － 8 － 31）

定　　員　各回先着30名　※無料

申込み／問合せ　茨城労働局企画室　☎ 224 － 6212

夕暮れ時から夜間にかけての交通事故を防ぎましょう。外出時は明るい服装・反射材を
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